
【航空分野】我が国の成長に貢献する航空政策へ ～国土交通省成長戦略会議～ 

参考資料 

 

成田の30万回化に係る地元合意を前提に首都圏空港を含めたオープンスカイを推進。 
国際航空物流の活性化のため、従来の枠組みを超えた抜本的な自由化を推進するとともに、ﾌｫｰﾜｰﾀﾞｰ・ﾁｬｰﾀｰ等に係る規制を緩和。 
観光立国の実現、LCCはじめ新規参入促進のため、アジアの諸国・地域を最優先に新たな枠組みの合意を目指す。 

Ⅰ 日本の空を世界へ、アジアへ開く （徹底的なオープンスカイの推進） 

Ⅱ 首都圏の都市間競争力ｱｯﾌﾟにつながる 
羽田・成田強化

Ⅲ 「民間の知恵と資金」を活用した空港経営の抜本的効
率化 

羽田の24時間国際拠点空港化を進め、国際線枠を9万回とし、
欧米・長距離アジアを含む高需要・ビジネス路線を展開。 
成田は、30万回化を機に、更なる国際線ネットワークの強化と
ともに、国内フィーダー、LCCやビジネスジェットの受け入れ等

中期的には、空港関連企業と空港の経営一体化及び民間への経営
委託ないし民営化により、空港経営を抜本的に効率化。 
短期的には、空港整備に係る各歳入・歳出の在り方の見直しを通じ、
小型機の優遇等、時代の要請に応じた着陸料体系を再構築。

   羽田・成田強化 率化 

ともに、国内フィ ダ 、LCCやビジネスジェットの受け入れ等
の機能強化によるアジア有数のハブ空港化。 

小型機の優遇等、時代の要請に応じた着陸料体系を再構築。 
 

Ⅳ ﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄ改善による関空の積極的強化
 

関空を首都圏空港と並ぶ国際拠点空港として再生するた
め、伊丹も活用しつつ、バランスシートを抜本的に改善。 
これにより、貨物ハブの実現やLCCの誘致等、関空の特色
を活かした戦略的経営を実現

 

地方が主体となった地方路線維持方策の実現。 
市場メカニズムを活用した新たな手法による羽田
の発着枠の配分。

Ⅳ ﾊ ﾗﾝｽｼｰﾄ改善による関空の積極的強化
Ⅴ 真に必要な航空ﾈｯﾄﾜｰｸの維持 

 

拠点空港におけるLCC専用ターミナルの整備検討。       
際 向 速 確 技 等 航 援

を活かした戦略的経営を実現。の発着枠の配分。 

Ⅵ LCC参入促進による利用者メリット拡大 

国際動向に迅速・的確に対応した技術規制の緩和等による航空会社の低コスト化支援。

 

利用者利便性の向上を通じた我が国の成長を実現 



１．現状の課題・問題点（抜粋） ２．課題に対応した政策案（抜粋）

Ⅲ 「民間の知恵と資金」を活用した空港経営の抜本的効率化    ～国土交通省成長戦略会議 

参考資料 

 
空港整備勘定（旧空港整備特会）は、空港の利用者である航空会社が負担

する着陸料等の空港使用料や一般会計からの繰り入れ（いわゆる真水）を主
な財源とし、国が管理する空港の整備、維持・運営を行うとともに、地方自治体
が管理する空港の整備にも補助を行ってきた。この空港整備勘定によって、結
果として利用実績が乏しい空港も含め整備を行い 全国で９８の空港が供用さ

１．現状の課題 問題点（抜粋） 

２－１： 空港経営効率化のためのガバナンス構築 
（２）課題に対応した政策案 

①経営一体化、民間への経営委託・民営化に関する取組み 
空港関連企業と空港との経営一体化及び民間への経営委託（コン

セ シ ン）ないし民営化に いては 平成22年度から有識者による検討

２．課題に対応した政策案（抜粋）

果として利用実績が乏しい空港も含め整備を行い、全国で９８の空港が供用さ
れている。 

国も最近になって空港政策を「整備」から「運営」へとシフトさせ、平成２０年
に「空港整備法」を「空港法」と改正したところである。この際、空港を整備の財
布である空港整備勘定の在り方についても必要な見直しを行うべきであったが、
実際には 空港政策のシフトが不完全な状態のままとなっている

セッション）ないし民営化については、平成22年度から有識者による検討
会を立ち上げ、経営一体化等に向けた論点整理、ベストプラクティスの早
期展開等に関して検討を開始し、おおむね1年程度を目処に結論を得る。 

地方自治体等の関係者との調整が整い、経営一体化等に向けた環
境が整備され次第、対応が可能な空港について先行的に経営の一体化
等を実施していく実際には、空港政策のシフトが不完全な状態のままとなっている。

また、既に整備された空港の運営の効率化の観点からも課題が多い。特に、
大部分の空港においては、航空インフラの構築・維持主体としての国や自治体
等（着陸料等の航空系収入の受け手）と空港ビル等の空港関連企業（物販、テ
ナント料、駐車場代等の非航空系収入の受け手）が別組織となっている（いわ
ゆる上下分離）ことに加え 非航空系収入の受け手たる空港関連企業へのガ

等を実施していく。
これら先行事例の蓄積（戦略４に基づく関空・伊丹の成果等も検証）と

課題抽出・解決策の検討を踏まえ、他の空港にも経営一体化等の取組
みを広げていくこととしたい。 

なお、経営一体化等を円滑に進めるため、現在、国管理空港におい
て公益法人が行っている環境対策事業とその原資としての駐車場事業ゆる上下分離）ことに加え、非航空系収入の受け手たる空港関連企業へのガ

バナンスの仕組みが十分とは言えない状況である。そのため、非航空系部分
で十分な収益を上げ、これを原資として着陸料や施設利用料等の低廉化を図
り、利用促進につなげるという、諸外国の空港で一般的なビジネスモデルが確
立されていない。 

こうした状況を改善するため、中期的には、諸外国の空港と同様に、空港関

て公益法人が行っている環境対策事業とその原資としての駐車場事業
についても、新たな空港運営主体が決定した段階で、遅滞なく移管する
ものとする。 

（３）留意点 
現段階での初期分析によれば、ガバナンスの欠如もあり、空港そのものと

空港関連企業とをあわせても 赤字状態にある空港が相当数存在 地方自治こうした状況を改善するため、中期的には、諸外国の空港と同様に、空港関
連企業と空港との経営一体化、民間への経営委託（コンセッション）ないし民営
化を通じて、航空インフラの構築と維持の双方に、可能な限り「民間の知恵と
資金」が投入されるような仕組みの構築を指向すべきと考える。 

その上で、そこに至る具体的な道筋として、空港経営の効率化のためのガ
バナンス構築（２－１）を図るとともに、公租公課も含めた空港整備勘定の各歳

空港関連企業とをあわせても、赤字状態にある空港が相当数存在。地方自治
体の巻き込み、および適切な経営を行うことへのインセンティブスキームを構
築することが、変革実行上の必要条件となろう。 

民間への経営委託（コンセッション）か民営化のいずれを選択するのかにつ
いては、空港運営主体に対して国が航空政策の観点からどのように関与すべ
きか、国民の重要な資産である空港をどのように活用するのか等に関する国ナンス構築（２ １）を図るとともに、公租公課も含めた空港整備勘定の各歳

入・歳出のあり方の見直し（２－２）を行う。 
きか、国民の重要な資産である空港をどのように活用するのか等に関する国
民の目線や広い視野に立った議論が必要。また、空港に対する国と地方自治
体等の関与のあり方に関する検討も欠かせない。 

羽田空港のターミナル会社は、上場企業であり、上下一体型を志向するた
めには、TOB等の手段が必要となるが、実効性があるか検討が必要である。 

また、経営一体化等を行う際には、環境対策に加え、既存の空港関連企業

【国土交通省成長政略会議報告書（22年5月17日公表）（抜粋）】 

また、経営 体化等を行う際には、環境対策に加え、既存の空港関連企業
や公益法人、行政部局等の職員の雇用対策について懸念する声があるが、こ
の点については、新たな空港運営主体に対し、一定の配慮を求めることにより
対処すべきである。 



空港の種別 
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（計3空港） （計２０空港） （計５空港） 

（計２０空港） 

（計３４空港） 

（計８空港） （計８空港） 
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